
出資配当についての公告

2025 年度出資配当金のお支払いについて

――― 組合員の皆様 ―――

6 月 11 日の第 37 回通常総代会で出資配当が決まりました。

お支払いは、下記の要領で行います。

詳細な内容は、7月にお知らせいたします。

◆出資配当金
出資配当率は年 0.4％とし、2025 年度の日々の出資金残高（500 円単

位）の平均額×0.4％で計算します。

定款の定めにより、組合員ごとの額に 1 円未満の端数が生じた場合

は、切り捨て計算とします。

尚、出資配当金からは、20.42％の源泉所得税が控除されます。

◆出資配当の対象となる組合員
2026 年 3 月 20 日までに加入され、2026 年 6 月 11 日の総代会当日組

合員資格のある方（脱退していない方）

◆出資配当金の支払方法
全て出資金への増資となります。

出資配当金に関するお申し出のある方は、下記お問い合わせ先までご

連絡ください。

お問い合わせ先：大宮コールセンター 出資金に関するお問い合わせ係

電話 0120-677-300 9 時～18 時（日曜休み）

掲示期間：6月 11 日～7月 11 日


